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鹿
児
島
大
学
附
属
図
書
館
玉
里
文
庫
に
見
る
薩

摩
藩
の
海
外
情
報
収
集

─
太
平
天
国
印
書
を
中
心
に
─

高
津
　
孝

本
論
文
は
、
鹿
児
島
大
学
附
属
図
書
館
玉
里
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
る
幕
末

期
、
薩
摩
藩
の
収
集
し
た
海
外
情
報
資
料
を
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
　
玉
里
文
庫
概
要

島
津
家
は
、
今
か
ら
約
八
百
年
前
、
惟
宗
忠
久
（
？
～
一
二
二
七
）
が

源
頼
朝
よ
り
、
島
津
荘
の
下
司
職
・
地
頭
職
に
任
命
さ
れ
、
島
津
姓
を
名

乗
っ
た
こ
と
に
始
ま
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
降
、
九
州
南
部
の
薩

摩
・
大
隅
・
日
向
を
中
心
に
中
世
か
ら
近
世
・
幕
末
ま
で
一
貫
し
て
有
力

大
名
と
し
て
の
地
位
は
揺
る
が
な
か
っ
た
。
こ
の
八
百
年
に
も
及
ぶ
大
名

家
に
代
々
伝
わ
っ
た
文
書
類
は
、
日
本
の
中
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
の
歴

史
を
研
究
す
る
場
合
、
欠
か
す
こ
と
の
出
来
な
い
重
要
な
資
料
群
と
し
て
、

つ
と
に
有
名
で
あ
る
。
現
在
こ
れ
ら
の
文
書
は
、
四
ヶ
所
に
分
散
し
て
所

蔵
さ
れ
て
い
る
。
東
京
の
袖
が
崎
島
津
家
（
島
津
本
家
）
の
も
の
は
、
東

京
大
学
史
料
編
纂
所
と
鹿
児
島
市
磯
の
尚
古
集
成
館
に
、
鹿
児
島
の
玉
里

島
津
家
の
も
の
は
、
鹿
児
島
大
学
附
属
図
書
館
と
鹿
児
島
県
立
歴
史
資
料

セ
ン
タ
ー
黎
明
館
に
、
そ
れ
ぞ
れ
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
鹿
児
島
大
学
附
属

図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
玉
里
文
庫
は
、
昭
和
二
十
六
年

（
一
九
五
一
）
玉
里
島
津
家
よ
り
購
入
し
た
も
の
で
、
和
書
及
び
漢
籍
・

文
書
な
ど
一
万
八
千
九
百
余
冊
に
の
ぼ
る
大
量
の
貴
重
書
で
あ
る
。
玉
里

島
津
家
は
、
薩
摩
二
十
八
代
藩
主
島
津
斉
彬
（
一
八
〇
九
～
一
八
五
八
）

の
弟
島
津
久
光
（
一
八
一
七
～
一
八
八
七
）
に
始
ま
る
。
島
津
斉
彬
が
安

政
五
年
（
一
八
五
八
）
に
突
然
亡
く
な
り
、
藩
主
は
久
光
の
長
子
忠
義
が

継
ぐ
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
久
光
は
「
国
父
」
と
し
て
忠
義
の
後
見
役

と
な
り
、
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
実
質
的
な
薩
摩
藩
の
代
表
と
し
て
重

要
な
政
治
的
立
場
に
あ
っ
た
。
島
津
久
光
は
大
変
な
学
問
好
き
で
あ
り
、

歴
史
学
者
と
し
て
『
六
国
史
』
の
後
を
継
ぎ
、
自
ら
仁
和
四
年

（
八
八
八
）
か
ら
応
永
一
九
年
（
一
四
一
二
）
に
か
け
て
の
歴
史
書
『
通

俗
国
史
』
二
十
二
巻
を
著
し
た
。
ま
た
、
臣
下
の
重
野
安
繹
・
小
牧
昌
業

に
命
じ
『
皇
朝
世
鑑
』
四
十
一
冊
を
編
纂
さ
せ
、
市
来
四
郎
に
『
旧
記
秘

論
』『
島
津
家
国
事
鞅
掌
史
料
』
等
を
集
録
さ
せ
た
。
そ
う
し
た
歴
史
編

纂
に
利
用
す
る
こ
と
を
考
え
て
、
和
漢
の
歴
史
資
料
を
集
中
的
に
収
集
し

た
ら
し
く
、
玉
里
文
庫
に
お
い
て
は
、
島
津
家
伝
来
の
古
文
書
群
の
ほ
か
、

史
部
は
特
に
充
実
し
て
い
る
。

玉
里
文
庫
は
、
四
つ
に
分
散
し
た
島
津
家
文
書
の
な
か
で
、
唯
一
書
籍

が
中
心
に
な
っ
た
も
の
で
、
近
世
薩
摩
の
学
術
の
全
体
像
を
う
か
が
う
こ

と
が
で
き
る
。

二
　
幕
末
の
動
乱

一
九
世
紀
、
東
ア
ジ
ア
は
激
動
の
時
代
を
迎
え
る
。
強
盛
を
誇
っ
た
清

朝
が
一
八
四
〇
─
四
二
年
の
ア
ヘ
ン
戦
争
で
イ
ギ
リ
ス
に
敗
北
し
、
南
京

条
約
に
よ
っ
て
強
制
的
開
港
を
迫
ら
れ
た
こ
と
は
、
最
も
大
き
な
事
件
で

あ
っ
た
。
そ
の
一
一
年
後
、
一
八
五
三
年
に
米
国
の
使
節
ペ
リ
ー
が
日
本

の
浦
賀
に
寄
港
し
開
国
を
迫
り
、
徳
川
幕
府
は
一
八
五
四
年
に
日
米
和
親
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条
約
、
一
八
五
八
年
に
日
米
修
好
通
商
条
約
を
締
結
す
る
。
そ
の
結
果
、

日
本
国
内
に
お
い
て
は
、
開
国
派
と
攘
夷
派
の
激
し
い
対
立
が
生
じ
、
幕

末
の
動
乱
期
が
始
ま
る

1

。

幕
府
内
部
に
お
い
て
は
、
京
都
の
朝
廷
と
連
携
し
公
武
合
体
路
線
を
と

る
派
閥
（
一
橋
派
）
と
譜
代
大
名
の
勢
力
を
背
景
に
幕
閣
独
裁
体
制
を
強

化
し
よ
う
と
す
る
派
閥
（
南
紀
派
）
の
対
立
が
あ
り
、
そ
の
後
、
後
者
の

勢
力
を
背
景
に
、
井
伊
直
弼
の
大
老
就
任
、
紀
州
家
出
身
の
第
一
四
代
将

軍
（
家
茂
）
擁
立
が
行
わ
れ
、
対
立
は
よ
り
激
し
く
な
っ
た
。
さ
ら
に
、

こ
れ
に
、
開
国
に
踏
み
出
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
幕
府
と
、
雄
藩
を
中
心

と
し
た
開
国
に
反
対
す
る
攘
夷
派
の
対
立
が
重
な
る
。
開
国
を
選
択
し
た

幕
府
の
政
策
に
反
対
す
る
一
橋
派
の
有
力
大
名
ら
は
謹
慎
を
命
じ
ら
れ
、

反
対
派
の
武
士
た
ち
は
逮
捕
さ
れ
、
刑
死
さ
せ
ら
れ
た
（
安
政
の
大
獄
）。

幕
府
の
厳
し
い
措
置
に
激
怒
し
た
水
戸
藩
の
武
士
た
ち
は
、
大
老
暗
殺
事

件
を
引
き
起
こ
す
。
こ
れ
に
動
揺
し
た
幕
府
は
、
朝
廷
と
の
融
和
を
図
り
、

佐
幕
尊
王
の
路
線
と
し
て
公
武
合
体
運
動
を
進
め
、
孝
明
天
皇
の
妹
和
宮

を
将
軍
家
茂
夫
人
と
し
て
江
戸
に
迎
え
る
。

薩
摩
藩
は
雄
藩
の
一
角
と
し
て
公
武
合
体
の
立
場
を
と
り
、
朝
廷
と
結

ん
で
、
幕
政
の
改
革
を
要
求
し
た
。
朝
廷
の
あ
る
京
都
で
は
尊
攘
派
が
勢

力
を
占
め
、
朝
廷
を
動
か
し
、
攘
夷
の
決
行
を
幕
府
に
迫
り
、
幕
府
は
文

久
三
年
（
一
八
六
三
）
五
月
一
〇
日
を
攘
夷
決
行
と
し
、
諸
藩
に
そ
の
対

応
を
命
じ
た
。
長
州
藩
は
そ
れ
に
応
じ
て
、
外
国
船
に
砲
撃
を
加
え
る
が
、

イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
、
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
四
か
国
艦
隊
の
反
撃
で

長
州
藩
は
敗
退
す
る
（
下
関
戦
争
）。
一
方
、
薩
摩
・
会
津
の
両
藩
は
朝

廷
内
の
公
武
合
体
派
の
公
家
ら
と
連
絡
を
と
り
、
朝
廷
内
外
の
尊
攘
派
を

一
掃
す
る
。
長
州
藩
は
兵
を
率
い
て
上
京
す
る
が
、
薩
摩
・
会
津
の
両
藩

兵
に
撃
退
さ
れ
る
。
幕
府
は
長
州
の
罪
を
問
う
た
め
、
長
州
征
伐
の
軍
を

出
し
、
長
州
藩
は
屈
服
す
る
。
薩
摩
藩
も
生
麦
事
件
の
報
復
と
し
て
文
久

三
年
（
一
八
六
三
）
七
月
イ
ギ
リ
ス
軍
艦
の
砲
火
を
浴
び
、
近
代
武
器
の

威
力
を
目
に
す
る
（
薩
英
戦
争
）。

薩
摩
藩
や
長
州
藩
は
下
関
戦
争
や
薩
英
戦
争
に
よ
っ
て
列
強
の
実
力
を

知
り
、
イ
ギ
リ
ス
に
接
近
す
る
。
長
州
藩
で
は
、
高
杉
晋
作
が
兵
を
あ
げ

藩
の
実
権
を
奪
取
し
、
藩
論
を
尊
攘
か
ら
討
幕
に
転
回
さ
せ
た
。
幕
府
は

一
八
六
六
年
第
二
次
長
州
征
伐
を
宣
言
す
る
が
、
薩
摩
藩
は
長
州
藩
と
軍

事
同
盟
（
薩
長
同
盟
）
の
密
約
を
結
ぶ
。
長
州
藩
の
攻
勢
で
、
幕
府
軍
は

至
る
所
で
負
け
、
将
軍
家
茂
の
急
死
に
よ
り
戦
闘
中
止
と
な
る
。
幕
府
と

対
立
す
る
薩
摩
、
長
州
は
、
連
合
し
て
武
力
討
幕
を
決
意
す
る
。
幕
府
は

討
幕
派
の
機
先
を
制
し
て
一
八
六
七
年
（
慶
応
三
）
一
〇
月
一
四
日
に
大

政
奉
還
の
上
表
を
朝
廷
に
提
出
し
、
さ
ら
に
慶
喜
の
将
軍
職
辞
表
の
提
出

を
経
て
、
一
二
月
九
日
王
政
復
古
が
宣
せ
ら
れ
、
幕
府
は
廃
絶
し
、
政
権

は
朝
廷
に
移
っ
た
。

三
　
薩
摩
藩
の
海
外
情
報
収
集

以
上
の
よ
う
な
、
東
ア
ジ
ア
の
政
治
的
変
化
の
動
向
に
日
本
で
最
も
早

く
接
し
た
の
は
、
薩
摩
藩
で
あ
っ
た
。
琉
球
は
表
面
的
に
は
独
立
国
の
体

面
を
保
ち
清
朝
に
対
し
て
朝
貢
貿
易
を
行
っ
て
い
た
が
、
実
質
的
に
は
薩

摩
藩
の
支
配
下
に
置
か
れ
て
い
た
。
そ
の
琉
球
に
対
し
て
一
八
四
四
年
に

は
フ
ラ
ン
ス
船
が
来
航
し
、
一
八
四
七
年
に
は
薩
摩
藩
は
英
仏
に
対
し
て

1　

以
下
の
記
述
は
、
津
田
秀
夫
「
幕
末
」（『
日
本
大
百
科
全
書
』
小
学
館
、

一
九
八
四
年
）
に
基
づ
く
。
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琉
球
を
開
港
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
東
ア
ジ
ア
情
勢
の
大
き
な
変
化
に
対

応
す
る
た
め
、
薩
摩
藩
は
組
織
的
な
情
報
収
集
を
行
っ
た
よ
う
で
、
玉
里

文
庫
に
は
そ
う
し
た
海
外
情
報
の
収
集
の
一
端
を
示
す
資
料
が
保
存
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

玉
里
文
庫
の
蔵
書
は
基
本
的
に
玉
里
島
津
家
の
蔵
書
で
、
島
津
久
光
の

収
集
し
た
蔵
書
が
根
幹
を
な
す
が
、
歴
代
藩
主
の
蔵
書
も
含
ま
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
玉
里
文
庫
に
は
、
久
光
の
兄
で
あ
る
薩
摩
二
八
代
藩
主
島
津
斉

彬
の
蔵
書
印
「
春
藪
文
庫
」
が
押
さ
れ
た
書
物
が
八
一
点
含
ま
れ
て
い 

る
2

。
玉
里
文
庫
の
総
点
数
二
六
七
〇
余
点
（
約
一
八
九
〇
〇
冊
）
に
比

す
れ
ば
僅
か
で
あ
る
が
、
歴
代
藩
主
の
蔵
書
が
重
層
的
に
集
積
し
た
結
果

で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。
海
外
情
報
資
料
の
収
集
は
基
本
的

に
島
津
斉
彬
の
藩
主
時
代
（
一
八
五
一
─
五
八
）
と
斉
彬
没
後
、
薩
摩
藩

の
実
質
的
最
高
権
力
者
で
あ
っ
た
久
光
の
時
代
（
一
八
五
八
─
六
八
）
に

集
中
的
に
行
わ
れ
、
そ
の
か
な
り
の
部
分
が
玉
里
文
庫
に
伝
来
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。

島
津
家
資
料
の
中
で
、
図
書
を
中
心
と
す
る
玉
里
文
庫
を
分
析
す
る
こ

と
で
、
幕
末
期
薩
摩
藩
の
海
外
情
報
収
集
の
一
端
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

同
時
代
の
海
外
情
報
資
料
は
、
①
地
図
、
②
地
誌
・
海
外
事
情
、
③
漂
流

民
資
料
、
④
東
ア
ジ
ア
の
戦
争
・
戦
乱
資
料
に
分
け
ら
れ
る
。
以
下
、
玉

里
文
庫
目
録
作
成
委
員
会
編
『
玉
里
文
庫
目
録
』（
一
九
六
六
年
、
鹿
児

島
大
学
附
属
図
書
館
）
に
基
づ
き
記
述
を
行
う
。

①　

地
図
と
し
て
は
、
世
界
図
と
し
て
『
地
球
一
覧
図
』（
天
明
三
年
刊
）

（
天
の
部
九
一
番
八
一
七
）、『
喎
蘭
新
訳
地
球
全
図
』（
寛
政
八
年
刊
）

（
天
の
部
九
一
番
八
二
七
）、『
海
陸
封
彊
図
』（
嘉
永
七
年
刊
、
原
著

一
八
四
二
年
ロ
ン
ド
ン
刊
）（
天
の
部
一
八
二
番
一
二
六
九
）、『
地
学

正
宗
図
』（
嘉
永
三
年
刊
、『
地
学
正
宗
』
附
図
、
両
半
球
図
、
地
球
全

図
以
下
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
州
お
よ
び
各
国
地
図
二
〇
図
）（
天
の
部
一
一
八

番
一
〇
一
二
）
が
所
蔵
さ
れ
、
蝦
夷
地
の
地
図
と
し
て
『
東
西
蝦
夷
山

川
地
理
取
調
図
』（
万
延
元
年
刊
）（
天
の
部
一
三
番
三
九
二
）、『
エ
ト

ロ
フ
島
ク
ナ
シ
リ
島
之
図
』（
嘉
永
七
年
写
）（
天
の
部
八
四
番

六
九
二
）、『
蝦
夷
之
図
』（
嘉
永
七
年
写
）（
天
の
部
八
四
番
六
九
三
）、

『
蝦
夷
闔
境
輿
地
全
図
』（
嘉
永
六
年
刊
）（
天
の
部
九
一
番
八
一
九
）、

『
蝦
夷
絵
図
』（
写
本
）（
天
の
部
九
一
番
八
二
二
）、『
蝦
夷
松
前
之
図
』

（
写
本
）（
天
の
部
九
一
番
八
二
九
）
が
所
蔵
さ
れ
、
中
国
の
地
図
と
し

て
『
唐
土
歴
代
州
郡
沿
革
地
図
』（
天
保
六
年
刊
）（
天
の
部
一
五
番

四
二
二
）
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

②　

地
誌
・
海
外
事
情
と
し
て
は
、『
増
補
華
夷
通
商
考
』（
宝
永
五
年
刊
、

日
本
人
の
手
に
な
る
最
初
の
海
外
地
誌
、
初
版
元
禄
八
年
刊
、
中
華

十
五
省
、
外
国
、
外
夷
、
外
夷
増
附
録
）（
天
の
部
四
五
番
五
三
六
）、

『
和
蘭
風
説
』（
写
本
）（「
嘉
永
二
年
七
月
入
津
紅
毛
別
風
説
書
和
蘭
人

別
風
説
書
」
を
翌
三
年
六
月
に
和
解
し
た
も
の
）（
天
の
部
八
四
番

六
九
九
）、『
靖
海
全
書
合
衆
国
考
』（
写
本
）（『
増
訳
訂
正
釆
覧
異
言
』

『
坤
輿
図
識
』『
洋
外
紀
略
』『
坤
輿
図
識
補
』
等
か
ら
合
衆
国
に
関
連

す
る
事
項
等
を
収
録
）（
天
の
部
八
五
番
七
二
〇
）、『
地
学
正
宗
』（
嘉

2　

八
一
点
の
う
ち
、
海
外
情
報
関
連
の
も
の
を
示
す
。
語
学
『
唐
音
』『
瑪

列
乙
斯
語
撰
』『
蘭
語
以
呂
波
引
』。
海
外
事
情
・
漂
流
記
録
『
阿
蘭
陀
船
乗
組

人
数
名
歳
』『
ボ
ナ
パ
ル
ト
戦
争
』『
西
洋
雑
記
』『
宇
婆
良
加
波
那
』『
漂
海
紀

聞
』、
洋
学
・
兵
学
『
西
洋
算
書
』『
遠
鏡
製
造
』『
寄
崎
図
説
続
篇
』『
新
製
エ

レ
ク
ト
ロ
ポ
レ
説
』『
シ
ョ
メ
ー
ル
和
解
抜
書
』『
西
洋
草
木
韻
箋
』『
西
洋
名

物
韻
箋
』『
和
蘭
本
草
名
録
』『
硝
子
製
造
』『
ス
ヒ
ッ
ツ
ワ
ー
カ
乃
説
』『
砲
術

備
要
』。
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永
三
年
～
四
年
刊
、
原
著
は
和
蘭
ハ
ー
ル
レ
ム
府
学
教
諭
ピ
イ
プ
リ
ン

セ
ン
著
（
一
八
一
七
年
刊
）、
巻
一
総
括
、
巻
二
～
巻
五
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、

巻
六
ア
ジ
ア
、
巻
七
ア
フ
リ
カ
よ
り
成
る
）（
天
の
部
一
一
八
番

一
〇
一
一
）、『
坤
輿
図
識
』（
弘
化
二
年
刊
、
ニ
ウ
ウ
ェ
ン
ホ
イ
ス
、

ブ
ロ
イ
ニ
ン
グ
等
の
蘭
書
に
拠
っ
た
世
界
地
誌
、
五
大
州
五
巻
）（
天

の
部
一
一
八
番
一
〇
一
三
）、『
坤
輿
図
識
補
』（
弘
化
四
年
刊
、『
坤
輿

図
識
』
の
補
で
、
巻
一
総
説
、
巻
二
、
三
ア
ジ
ア
、
ア
メ
リ
カ
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
、
第
四
人
物
略
伝
）（
天
の
部
一
一
八
番
一
〇
一
四
）『
海
国
図

志
』（
道
光
二
十
七
年
刊
）（
天
の
部
一
五
五
番
一
〇
八
四
）（
嘉
永
七

年
刊
）（
天
の
部
一
一
番
三
五
八
、
八
五
番
七
三
六
、
七
三
七
Ａ
、

七
九
二
Ａ
）（
安
政
二
年
刊
）（
天
の
部
八
五
番
七
三
七
Ｂ
、
八
八
番

七
九
二
Ｂ
）
が
所
蔵
さ
れ
、
蝦
夷
地
の
も
の
と
し
て
『
蝦
夷
志
』（
享

保
五
年
序
写
本
）（
天
の
部
一
一
番
三
六
三
）、『
北
蝦
夷
新
志
』（
慶
応

三
年
刊
）（
天
の
部
一
四
番
四
一
一
）、『
蝦
夷
人
行
状
記
』（
天
の
部

八
四
番
六
九
六
）、『
官
準
北
蝦
夷
図
説
』（
安
政
二
年
刊
）（
天
の
部

八
五
番
七
二
二
）、『
夷
酋
列
像
附
録
』（
寛
政
一
〇
年
写
本
）（
天
の
部

九
一
番
八
四
四
）
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

③　

漂
流
民
資
料
と
し
て
は
、『
伊
勢
漂
民
風
説
』（
寛
政
五
年
編
写
本
）

（
漂
民
風
説
書
抜
萃
、
従
松
前
之
来
書
要
文
抜
萃
、
信
牌
、
漂
民
御
覧

之
記
（
伊
勢
漂
民
幸
太
夫
、
磯
吉
、
小
市
の
ロ
シ
ア
漂
流
潭
、
天
明
二

年
～
寛
政
四
年
））（
天
の
部
八
四
番
七
〇
一
）、『
漂
流
人
申
口
覚
書
』

（
写
本
）（
文
化
一
二
年
八
月
遭
難
、
広
東
省
恵
州
へ
誕
着
、
翌
一
三
年

閏
八
月
長
崎
帰
着
の
薩
藩
士
新
納
次
郎
九
郎
、
伊
集
院
清
廉
、
江
川
金

太
郎
、
有
川
与
左
衛
門
等
の
申
立
て
を
在
館
唐
人
に
照
会
し
た
も
の
）

（
天
の
部
一
八
一
番
一
二
〇
〇
）、『
様
子
書
』（
写
本
）（
文
化
一
二
年

薩
藩
士
古
渡
七
郎
右
衛
門
、
染
川
伊
兵
衛
、
税
所
長
左
衛
門
等
が
唐
国

へ
漂
流
、
翌
一
三
年
帰
国
唐
国
の
様
子
に
つ
い
て
記
し
た
も
の
）（
天

の
部
一
八
二
番
一
二
五
九
）、『
口
書
』（
写
本
）（
同
上
）（
天
の
部

一
八
二
番
一
二
六
〇
）、『
漂
海
紀
聞
』（
写
本
）（
文
化
九
～
一
三
年
、

千
島
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
へ
漂
流
し
た
薩
摩
川
内
船
間
島
永
寿
丸
の
喜
三
左

衛
門
、
佐
助
、
角
次
の
見
聞
記
）（
天
の
部
一
八
二
番
一
二
六
二
）、『
蕃

譚
』（
写
本
）（
越
中
富
山
の
能
登
屋
兵
右
衛
門
船
、
長
者
丸
漂
流
記
（
天

保
九
～
一
四
年
）
サ
イ
ド
ウ
イ
ッ
チ
島
、
オ
ア
フ
、
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
等

に
つ
い
て
記
す
）（
天
の
部
一
八
二
番
一
二
六
六
）、『
宇
婆
良
加
波
那
』

（
写
本
）（
文
政
一
一
年
一
〇
月
遭
難
の
八
丈
島
仁
寿
丸
船
頭
儀
兵
衛
ら

の
翌
年
正
月
シ
ャ
ム
、
同
年
一
一
月
浙
江
を
経
て
、
一
二
月
長
崎
に
帰

着
し
た
漂
流
見
聞
記
）（
天
の
部
八
一
番
六
三
八
）、『
海
外
異
話
』（
写

本
）（
伊
予
国
松
山
和
気
郡
奥
居
島
村
の
船
子
玄
之
助
の
カ
リ
フ
ォ
ル

ニ
ア
、
マ
ニ
ラ
、
広
東
等
の
漂
流
記
（
天
保
一
二
～
弘
化
二
年
）（
天

の
部
八
四
番
六
九
五
）
が
あ
る
。

④　

東
ア
ジ
ア
の
戦
争
・
戦
乱
資
料
と
し
て
、
ア
ヘ
ン
戦
争
に
関
す
る
中

国
書
二
点
、『
夷
匪
犯
境
見
聞
録
』
写
本
六
巻
（
天
の
部
八
九
番

八
〇
六
）、『
夷
匪
犯
境
録
』
写
本
二
冊
（
天
の
部
八
九
番
八
〇
七
）、

日
本
人
編
纂
物
三
点
、
佐
藤
信
淵
著
『
水
陸
戦
法
録
』
写
本
七
巻
二
冊

（
ア
ヘ
ン
戦
争
記
録
に
評
言
を
加
え
た
も
の
、
弘
化
四
年
自
序
）（
天
の

部
一
八
二
番
一
二
六
四
）、
佐
久
間
象
山
著
『
佐
久
間
修
理
書
取
』
写

本
一
巻
一
冊
、（
ア
ヘ
ン
戦
争
に
つ
い
て
信
州
松
代
真
田
侯
儒
臣
佐
久

間
の
海
防
献
策
）（
天
の
部
八
四
番
七
〇
〇
）、
塩
谷
宕
陰
編
『
阿
芙
蓉

彙
聞
』
写
本
七
巻
七
冊
（
原
始
、
禁
烟
、
交
兵
上
中
下
、
徴
毖
、
善
後

の
七
巻
よ
り
成
る
ア
ヘ
ン
戦
争
関
係
書
集
、
弘
化
四
年
序
）（
天
の
部
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八
九
番
七
九
八
）
が
所
蔵
さ
れ
る
。
ま
た
、
特
に
注
目
す
べ
き
も
の
と

し
て
、
太
平
天
国
資
料
五
部
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
清
朝
人
の

著
述
二
部
で
、
清
・
姚
憲
之
撰
『
粤
匪
南
北
滋
擾
紀
略
』
一
巻
一
冊
、

咸
豊
五
年
刊
（
天
の
部
九
一
番
八
三
五
）、
清
・
謝
介
鶴
撰
『
金
陵
癸

甲
摭
談
』
一
巻
二
冊
、
咸
豊
六
年
刊
（
天
の
部
九
一
番
八
三
三
）。
今

一
つ
が
、
太
平
天
国
に
よ
る
印
刷
物
三
点
で
あ
り
、
東
ア
ジ
ア
で
所
蔵

が
確
認
さ
れ
た
の
は
初
め
て
で
あ
ろ
う
。『
太
平
詔
書
』『
太
平
軍
目
』

『
頒
行
詔
書
』
太
平
天
国
壬
子
二
年
刊
（
太
平
天
国
治
下
に
発
行
さ
れ

た
詔
書
一
四
書
中
の
三
書
）（
天
の
部
九
一
番
八
三
六
）
で
あ
る
。

四
　
玉
里
文
庫
の
太
平
天
国
資
料

玉
里
文
庫
の
海
外
情
報
資
料
中
で
特
に
珍
し
い
も
の
と
し
て
、
太
平
天

国
関
連
の
図
書
が
あ
る
。
以
下
、
太
平
天
国
関
連
図
書
五
点
を
紹
介
す
る
。

な
お
、
原
刻
本
で
は
、
太
平
天
国
の
「
国
」
は
全
て
く
に
が
ま
え
に

「
王
」
で
あ
る
が
、
本
論
考
で
は
一
般
的
な
「
国
」
字
を
使
用
す
る
。

『
太
平
詔
書
』
一
卷
（
玉
里
文
庫
・
天
の
部
九
一
番
八
三
六
／
一
）

封
面
半
葉
（
図
１
）、
版
心
「
詔
書
總
目
」
一
葉
（
図
２
・
３
）、
版
心

「
太
平
詔
書
」
十
四
葉
。

封
面
：
黄
紙
。
上
欄
刻
有
横
書
「
太
平
天
国
壬
子
二
年
新
刻
」。
中
央

刻
有
「
太
平
詔
書
」。
龍
鳳
紋
。

書
目
：「
旨
准
頒
行
詔
書
總
目
」：
十
四
部
。

書
目
至
第
一
葉
：
朱
文
正
方
印
「
旨
准
」。

王
慶
成
『
太
平
天
国
的
文
献
和
歴
史　

海
外
新
文
献
刊
布
和
文
献
史
事

図 1 　『太平詔書』封面

図 2 　『太平詔書』旨准頒行詔書總目

図 ３ 　『太平詔書』原道救世詔
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研
究
』（
社
会
科
学
文
献
出
版
社
、
一
九
九
三
年
）p106-114

「
太
平
天

国
印
書
原
刻
本
封
面
紙
色
等
情
況
概
覧
表
」
のp107

「
太
平
詔
書
⑴
─

⑼
」
の
「
太
平
詔
書
⑸
」（
美
国
国
会
）
に
相
当
。

《
太
平
天
国
大
詞
典
》
中
國
社
會
科
學
出
版
社
，
一
九
九
五
年
，p84３

「
太
平
詔
書　

書
名
。
太
平
天
国
印
書
。
洪
秀
全
撰
，
系
《
原
道
救
世
歌
》，

《
原
道
醒
世
訓
》，《
原
道
覺
世
訓
》
的
匯
編
。」

『
頒
行
詔
書
』
一
卷
（
玉
里
文
庫
・
天
の
部
九
一
番
八
三
六
／
二
）

封
面
半
葉
（
図
４
）、
版
心
「
詔
書
總
目
」
一
葉
（
図
５
・
６
）、
版
心

「
頒
行
詔
書
」
十
葉
。

封
面
：
黄
紙
。
上
欄
刻
有
横
書
「
太
平
天
国
壬
子
二
年
新
刻
」。
中
央

刻
有
「
太
平
天
国/

禾
乃
師
贖
病
主/

左
輔
正
軍
師
東
王/

楊/

右
弼
又
正
軍

師
西
王/

蕭/

奏/

准
頒
行
詔
書
」。
龍
鳳
紋
。

書
目
：「
旨
准
頒
行
詔
書
總
目
」：
十
四
部
。

書
目
至
第
一
葉
：
朱
文
正
方
印
「
旨
准
」。

王
慶
成
『
太
平
天
国
的
文
献
和
歴
史　

海
外
新
文
献
刊
布
和
文
献
史
事

研
究
』p106-114

「
太
平
天
国
印
書
原
刻
本
封
面
紙
色
等
情
況
概
覧
表
」

のp109

「
頒
行
詔
書
⑴
─
⑻
」
の
「
頒
行
詔
書
⑶
」（
英
図
）
に
相
当
。

《
太
平
天
国
大
詞
典
》p959-960

「
頒
行
詔
書　

書
名
。
太
平
天
国
官

方
印
書
。
系
東
王
楊
秀
清
，
西
王
蕭
朝
貴
於
壬
子
二
年
聯
名
頒
布
的
《
奉

図 4 　『頒行詔書』封面

図 5 　『頒行詔書』旨准頒行詔書總目

図 6 　『頒行詔書』奉天誅妖救世安民諭
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天
討
胡
檄
布
四
方
諭
》，《
奉
天
誅
妖
救
世
安
民
諭
》，《
諭
救
一
切
天
生
天

養
中
國
人
民
諭
》
三
文
的
匯
刻
。」

『
太
平
軍
目
』
一
卷
（
玉
里
文
庫
・
天
の
部
九
一
番
八
三
六
／
三
）

封
面
欠
、
版
心
「
詔
書
總
目
」
一
葉
（
図
７
）、
版
心
「
太
平
軍
目
」

三
十
四
葉
（
図
８
）。

書
目
：「
旨
准
頒
行
詔
書
總
目
」：
十
三
部
。

書
目
至
第
一
葉
：
朱
文
正
方
印
「
旨
准
」。

王
慶
成
『
太
平
天
国
的
文
献
和
歴
史　

海
外
新
文
献
刊
布
和
文
献
史
事

研
究
』p106-114

「
太
平
天
国
印
書
原
刻
本
封
面
紙
色
等
情
況
概
覧
表
」

のp106

「
太
平
軍
目
⑴
─
⑸
」
の
「
太
平
軍
目
⑷
」（
牛
津
）
に
相
当
。

《
太
平
天
国
大
詞
典
》p84３

「
太
平
軍
目　

書
名
。
太
平
天
国
印
書
，

專
載
太
平
軍
的
組
織
制
度
。
其
制
採
自
《
周
禮
》「
五
人
為
伍
，
五
伍
為
兩
，

四
兩
為
卒
，
五
卒
為
旅
，
五
旅
為
師
，
五
師
為
軍
。」
設
軍
，
師
，
旅
帥
，

卒
長
，
兩
司
馬
。
伍
長
統
衝
鋒
，
破
敵
，
制
勝
，
奏
捷
四
伍
卒
。」

図 7 　『太平軍目』旨准頒行詔書總目

図 8 　『太平軍目』巻頭
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『
粤
匪
南
北
滋
擾
紀
畧
』
一
卷 

淸
・
姚
憲
之
撰 

咸
豐
五
年
刊
（
玉
里

文
庫
・
天
の
部
九
一
番
八
三
五
）（
図
９
・
10
）

《
太
平
天
国
大
詞
典
》p980

「
粤
匪
南
北
滋
擾
紀
畧　

書
名
。
姚
憲
之
撰
，

清
刻
本
，
二
冊
。
此
為
姚
氏
薈
萃
邸
報
等
編
成
，
記
咸
豐
五
年
前
戰
事
，

及
太
平
軍
北
伐
。
系
《
蠻
氛
匯
編
》
節
本
。」
日
本
国
内
で
は
、
本
書
と

同
版
の
咸
豐
五
年
刊
本
が
京
都
大
学
漢
字
情
報
セ
ン
タ
ー
、
国
会
図
書
館
、

東
北
大
学
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

『
金
陵
癸
甲
摭
談
』
一
卷 
淸
・
謝
介
鶴
撰 

咸
豐
六
年
刊
（
玉
里
文

庫
・
天
の
部
九
一
番
八
三
三
）（
図
11
）

日
本
国
内
で
咸
豐
六
年
刊
本
を
有
す
る
所
蔵
機
関
は
鹿
児
島
大
学
だ
け

が
知
ら
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
、
日
本
人
の
高
見
猪
之
助
が
訓
点
を
付
し
、

明
治
二
年
に
刊
行
し
た
和
刻
本
『
金
陵
癸
甲
摭
談
』
二
卷
が
日
本
で
は
広

く
読
ま
れ
、
現
在
で
も
多
く
の
公
私
図
書
館
に
所
蔵
が
確
認
さ
れ
る
。

『
金
陵
癸
甲
摭
談
』
は
、
淸
・
謝
介
鶴
撰
『
金
陵
癸
甲
紀
事
略
』
一
卷

の
別
本
で
あ
る
。

《
太
平
天
国
大
詞
典
》p9３5

「
金
陵
癸
甲
紀
事
略　

書
名
。
江
蘇
常
州

謝
介
鶴
撰
。
羅
爾
綱
藏
王
韜
手
抄
本
，
謝
興
堯
藏
抄
本
，
另
有
咸
豐
七
年

竹
籟
玕
刻
本
。
一
卷
。《
中
國
近
代
史
資
料
叢
刊
・
太
平
天
國
》
據
各
種

版
本
互
校
著
錄
。
撰
者
參
與
張
繼
庚
叛
亂
，
逃
出
南
京
後
奉
命
編
是
書
以

使
清
軍
知
太
平
軍
情
況
。
記
事
起
咸
豐
三
年
二
月
二
十
七
日
，
迄
咸
豐
四

年
閏
七
月
二
日
，
內
述
太
平
軍
攻
克
南
京
及
城
內
人
口
，
糧
食
供
應
，
女

館
，
祭
祀
儀
式
，
十
款
天
條
，
曆
法
，
職
官
，
禮
制
，
考
試
等
。」

図 9 　『粤匪南北滋擾紀畧』封面

図10　『粤匪南北滋擾紀畧』巻頭

図11　『金陵癸甲摭談』封面
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五
　
太
平
天
国

一
八
五
一
年
春
、
中
国
の
広
西
に
勃
興
し
、
六
四
年
に
南
京
で
滅
亡
し

た
漢
族
の
反
清
運
動
。
清
朝
側
は
太
平
天
国
を
長
髪
賊
、
粤
匪
と
よ
ん 

だ
３

。一
八
四
三
年
、
広
東
客
家
出
身
の
読
書
人
洪
秀
全
が
拝
上
帝
教
（
上
帝

教
）
を
創
始
す
る
。
彼
は
、
中
国
古
代
の
至
上
神
の
上
帝
を
、
キ
リ
ス
ト

教
の
神
と
等
し
い
唯
一
神
と
し
た
。
初
め
は
、
広
西
南
東
部
の
、
先
住
民

の
共
同
体
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
客
家
の
農
民
に
受
容
さ
れ
、
そ
の
過
程

で
、
キ
リ
ス
ト
教
と
は
異
質
の
土
俗
的
一
神
教
に
変
質
し
た
。
一
八
四
八

年
、
楊
秀
清
と
蕭
朝
貴
は
、
上
帝
と
キ
リ
ス
ト
の
こ
と
ば
と
し
て
、
洪
秀

全
が
キ
リ
ス
ト
に
次
ぐ
上
帝
の
次
男
で
あ
り
、
天
下
万
国
の
真
の
君
主
、

救
世
主
と
し
て
地
上
に
遣
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
た
。
秀
全

は
こ
れ
を
信
じ
、
地
上
天
国
の
創
立
と
、
秀
全
が
「
真
の
君
主
」
と
な
る

こ
と
を
正
当
化
す
る
神
話
を
創
造
し
た
。
客
家
を
中
心
と
す
る
上
帝
会
は

一
八
五
〇
年
春
以
降
、
挙
兵
準
備
を
進
め
た
。
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
、
約

一
万
の
信
徒
が
、
土
地
・
財
産
を
処
分
し
て
武
装
集
団
を
結
成
し
、
広
西

南
東
部
の
桂
平
県
金
田
村
一
帯
に
集
結
し
、
清
軍
と
の
全
面
的
対
決
を
始

め
た
。
翌
年
春
、
秀
全
は
天
王
と
称
し
、「
太
平
天
国
」
を
樹
立
し
た
。

一
八
五
二
年
五
月
、
太
平
軍
は
湖
南
南
部
に
入
り
、
こ
の
地
で
数
万
の

兵
力
に
拡
大
し
、
長
江
流
域
を
目
ざ
し
て
進
撃
し
た
。
太
平
軍
は
厳
正
な

軍
規
と
、
強
烈
な
滅
清
興
漢
の
ア
ピ
ー
ル
、
ま
た
「
三
年
間
土
地
税
を
免

除
す
る
」「
税
を
少
な
く
し
て
貧
富
を
均
（
ひ
と
）
し
く
す
る
」
な
ど
の

３　

以
下
の
記
述
は
、
小
島
晋
治
「
太
平
天
国
」（『
日
本
大
百
科
全
書
』
小
学

館
、
一
九
八
四
年
）
に
基
づ
く
。

ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
に
、
民
衆
の
強
い
支
持
と
協
力
を
得
、
一
八
五
三
年
三

月
、
二
〇
万
を
超
え
る
大
軍
と
な
っ
て
南
京
を
占
領
、
こ
こ
を
首
都
天
京

と
し
て
新
政
権
の
建
設
を
開
始
し
た
。

新
政
府
は
旧
来
の
土
地
制
度
を
承
認
し
、
こ
れ
を
基
礎
に
土
地
税
を
徴

収
す
る
政
策
を
採
用
し
た
。
地
主
勢
力
は
、
新
政
府
の
地
主
制
容
認
政
策

に
よ
っ
て
生
き
延
び
、
新
政
府
の
地
方
官
の
多
く
は
地
主
や
旧
胥
吏
に

よ
っ
て
占
め
ら
れ
た
。
ま
た
官
と
民
は
身
分
的
上
下
関
係
と
さ
れ
て
、
功

臣
の
官
職
世
襲
や
繁
雑
な
身
分
儀
礼
が
規
定
さ
れ
、
諸
王
は
宮
殿
を
造
営

す
る
な
ど
、
旧
来
の
王
朝
体
制
が
再
現
さ
れ
た
。
こ
の
過
程
で
、
諸
王
間

の
対
立
が
深
ま
り
、
内
部
抗
争
に
よ
る
弱
体
化
に
乗
じ
て
、
曽
国
藩
ら
の

湘
軍
（
湖
南
の
義
勇
軍
）
が
反
撃
に
転
じ
、
五
八
年
ま
で
に
湖
南
、
湖
北
、

江
西
な
ど
の
太
平
天
国
の
領
域
が
奪
回
さ
れ
た
。
六
〇
年
以
降
、
忠
王
李

秀
成
の
大
軍
が
江
浙
に
進
出
し
て
反
撃
す
る
も
、
一
八
六
〇
年
の
北
京
条

約
締
結
以
後
、
清
朝
援
助
政
策
に
転
換
し
た
イ
ギ
リ
ス
な
ど
の
武
力
干
渉
、

常
勝
軍
（
西
洋
式
の
中
国
人
傭
兵
部
隊
）
と
湘
軍
お
よ
び
淮
軍
（
淮
南
の

義
勇
軍
）
の
攻
撃
に
よ
っ
て
追
い
詰
め
ら
れ
、
一
八
六
四
年
太
平
天
国
は

滅
亡
し
た
。

六
　
太
平
天
国
印
書

「
太
平
天
国
印
書
」
は
、
太
平
天
国
で
印
刷
さ
れ
た
書
籍
を
指
す
。
基

本
的
に
は
、
太
平
天
国
印
刷
物
の
「
旨
准
頒
行
詔
書
總
目
」
に
示
さ
れ
た

諸
書
で
、「
旨
准
頒
行
詔
書
總
目
」
に
は
一
三
部
、
一
四
部
、
一
五
部
、

二
一
部
、
二
三
部
、
二
四
部
、
二
八
部
、
二
九
部
掲
載
の
八
種
類
が
知
ら

れ
て
い
る
。

例
え
ば
、『
太
平
天
国
辛
酉
拾
壹
年
新
暦
』（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
公
共
図
書
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館
所
蔵
）
の
「
旨
准
頒
行
詔
書
總
目
」
に
は
以
下
の
よ
う
に
二
八
部
が
示

さ
れ
て
い
る
。

旨
准
頒
行
詔
書
總
目

天
父
上
帝
言
題
皇
詔 

天
父
下
凡
詔
書　

貳
部

天
命
詔
旨
書 

舊
遺
詔　

聖
書

新
遺
詔　

聖
書

天
條
書太

平
詔
書 

太
平
禮
制

太
平
軍
目

太
平
條
規

頒
行
詔
書

頒
行
暦
書

三
字
經

幼
學
詩

太
平
救
世
誥

建
天
京
於
金
陵
論 

貶
妖
穴
為
罪
隸
論 

詔
書
蓋
璽
頒
行
論 

天
朝
田
畝
制
度

天
理
要
論

天
情
道
理
書

御
製
千
字
詔

行
軍
總
要

天
父
詩欽

定
制
度
則
例
集
編

武
略
書

醒
世
文

旨
准
頒
行
共
有
貳
拾
捌
部

こ
う
し
た
書
目
に
示
さ
れ
て
い
な
い
太
平
天
国
印
書
も
存
在
し
、
四
〇

数
種
が
知
ら
れ
て
い
る

4

。

太
平
天
国
に
対
す
る
清
朝
の
厳
し
い
摘
発
に
よ
り
、
太
平
天
国
印
書
の

ほ
と
ん
ど
は
欧
米
に
現
存
し
て
お
り
、
中
国
に
は
わ
ず
か
し
か
残
存
し
て

い
な
い
。
で
は
、
薩
摩
藩
は
ど
の
よ
う
な
ル
ー
ト
を
通
じ
て
太
平
天
国
印

書
を
入
手
し
た
の
か
。
薩
英
戦
争
後
、
薩
摩
藩
は
欧
米
列
強
の
軍
事
的
優

位
を
深
く
認
識
し
、
英
国
と
の
関
係
を
強
め
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
過
程
で

英
国
側
か
ら
薩
摩
藩
に
中
国
に
お
け
る
太
平
天
国
資
料
が
入
っ
た
可
能
性

が
あ
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
あ
く
ま
で
推
測
に
と
ど
ま
る
。
今
ひ
と
つ
の

ル
ー
ト
は
琉
球
ル
ー
ト
で
あ
る
。
薩
摩
藩
の
実
質
的
支
配
下
に
あ
っ
た
琉

球
王
国
は
福
州
に
琉
球
館
を
置
き
、
中
国
情
報
の
入
手
に
は
最
適
の
位
置

に
あ
っ
た
。
琉
球
ル
ー
ト
の
可
能
性
も
否
定
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

4　

王
慶
成
『
太
平
天
国
的
文
献
和
歴
史　

海
外
新
文
献
刊
布
和
文
献
史
事
研

究
』（
社
会
科
学
文
献
出
版
社
、
一
九
九
三
年
）p３-7

に
一
覧
が
し
め
さ
れ
て

い
る
。


